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０　はじめに

本人の希望や就労能力の変化に応じて、
就労系サービスや一般就労への移行など
必要な支援、選択肢を適切に提供することが重要

就労支援のポイント

就労支援推進部会の皆さまとの協働により札幌市独自の標準様式を検討し、
「総合協同所見シート（就労アセスメント結果）」を作成したところ

サービスの質の向上を図るために・・・
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○　アセスメント結果について本人や

　関係機関と共有する。

○　社会資源に係る情報提供まで行う。
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２　支援の流れ
就労選択支援による支援

①アセスメントの実施 ②ケース会議 ③アセスメント結果の作成 ④関係機関との連絡調整

０　支給決定
１　インテーク

・区に申請し、就労選択支援のための支給決定を受ける手続き
・本人へ就労選択支援に関する説明と同意の確認

２　面談
・基本情報の確認
※検査、作業の目的や内容について説明

３　作業場面等を活用した評価
・個別作業、模擬的就労場面等による作業の実施、振り返り
※アセスメントシート（案）の作成・更新、進捗状況等を関係機関と共有・調整

４　振り返り面談
・振り返りの中で強み、課題とその自己対処や必要な配慮、支援、今後の進め方を整理
・総合協同所見シート（案）の２まで作成

５　多機関連携によるケース会議
・アセスメントシート（案）及び総合協同所見シート（案）を本人、関係者と検討
・参加した関係機関から情報提供や助言をもらい、本人の希望に沿った進め方の方向性を整理
・今後の進め方について関係機関との役割を整理

６　アセスメントシート
　　総合協同所見の策定

・ケース会議を踏まえてアセスメントシート（案）及び総合協同所見シート（案）を修正
・総合協同所見シート（案）の４まで作成し、（案）を削除の上、本人、関係者と共有

７　事業者間連携による情報共有
・通所先の確定後、アセスメント結果や総合協同所見シートを情報提供し、引継ぎ
※支給決定を行った区に提出すること



３　標準様式について
総合協同所見シート（就労アセスメント結果）とは？

〇総合協同所見シートは、 本人が希望する就労支援を検討するために活用するもの

〇本人と就労選択支援員が協同して作成を進めることが重要

　⇒作成された総合協同所見シートは、

　　・支給決定において活用

　　・就労系サービス事業所等が支援を行う（個別支援計画を作成する）に当たって活用

就労選択支援実施者 実施機関名（担当者含む）、紹介元、実施目的、実施期間、実施内容

本人の基本情報
氏名、診断名等、重複障がい等、手帳種別、年金受給状況、通院状況、服薬状況、支援機関、
本人の希望

総合協同所見
ストレングス、課題と解決方法の例（作業遂行・職業生活・対人関係）、適した環境・仕事内容等、必要
な支援・配慮等、総合協同所見（総合的な支援の方針）

ケース会議における検討 実施日、参加者、概要、意向と方向性、モニタリング、本人確認欄

関係機関の役割
※具体的な就労支援事業所を提案する際に、アセスメント実施者との関係性を明らかにするた
　めに、アセスメント実施者の法人以外、かつ、現在の通所先の法人以外に該当する場合には
　「◎」を明記すること



４　総合協同所見シート（就労アセスメント結果）の内容
就労選択支援実施者、本人の基本情報

アセスメントの経過や内
容について関係機関が
把握できるようにするこ
と。

基本情報は今後の支援
においても極めて重要。

インテーク時点での希望
を明記すること。

・本人と協同して作成する
　ことが重要
・ケース会議後に「（案）」
　を削除



４　総合協同所見シート（就労アセスメント結果）の内容
総合協同所見

就労に関する能力（個人因子）

⑴　身体機能・運動能力

⑵　知的・精神的特徴

⑶　社会生活能力

⑷　作業・職業能力

就労のための適切な作業の環境
その他の適切な選択のために必要な事項
（環境因子）

⑴　就労のための適切な作業の環境

⑵　その他の適切な選択のために必要な事項



各留意事項に沿って作成すること。

参加した関係者から情報提供や助言があった場合
にはその関係者や内容が分かるように明記するこ
と。

モニタリング実施者を確保した場合、その実施者と
実施時期を明記すること。

全ての項目について本人の確認を得ること。

４　総合協同所見シート（就労アセスメント結果）の内容
ケース会議における検討



４　総合協同所見シート（就労アセスメント結果）の内容
関係機関の役割

各留意事項に沿って作成
すること。

ケース会議にて明確にし
た役割分担を明記するこ
と。

セルフプランの場合に
は、今後の方向性等を明
記する
こと。


